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請 求 内 容 汚職事件に係る特定部長が発した再発防止策の公文書 

所 管 課 都市計画局住宅室住宅政策課 

所管課の決定 不存在による非公開決定 

所管課の主張 １ 汚職事件が発生した場合，京都市では，事実関係を把握し，問題点などを明ら

かにし，原因究明を行うため調査委員会を設置するのが通例である。 

２ 本件請求に係る事件についても，平成２２年３月２９日付けで都市計画局にお

いて都市計画局収賄容疑事件対策委員会（以下，「対策委員会」という。）を立

ち上げ，捜査の推移や公判の進ちょく状況を見守りながら，事実関係を把握し，

問題点などを明らかにしたうえで，再発防止策を調査報告書として取りまとめよ

うとしているところである。 

３ したがって，特定の部長が再発防止策の公文書を作成する立場になく，本件請

求に係る公文書は作成していない。また，公文書公開請求時点においては，再発

防止策の取りまとめのための調査中であり，請求にあるような特定の部長が発し

た公文書のみならず，市として当該汚職事件に関する再発防止策の公文書を作成

していない。 

４ 当該汚職事件については，平成２２年７月１３日に京都地裁において元職員

に対し下された判決内容及び委員会が行った調査結果を踏まえ，今後，対策委

員会として再発防止策を盛り込んだ調査報告書を取りまとめる予定である。 

不服申立人の主張 再三にわたり不祥事根絶を図ってきた中で，２回もこのような事件が発生した

ということは，更なる市民への再発防止の文書が存在するはずである。 
審査会の判断 １ 京都市では，平成１４年度に汚職事件が発生したことを受けて，都市計画局に

対策プロジェクトチームを設置し，事件の経過，原因，改善策等をとりまとめた

調査報告書を作成，公表している。当該再発防止策を講じているにもかかわらず，

今回，汚職事件が発生したため，京都市として，その原因究明のため，再度，対

策委員会を設置し問題点等を明らかにしたうえで，新たな再発防止策を取りまと

めようとしているところであり，再発防止策に関する文書は公文書公開請求時点

では作成していないという実施機関の説明は合理的であると認められる。 

２ 京都市として再発防止策が策定されておらず，また，汚職事件に直接関係する

部の長であるとはいえ，異議申立人が指定する特定の部長が再発防止策を取りま

とめる立場ではないため，特定の部長が行った再発防止策に関する文書が存在し

ないという点について，特に不合理な点は認められない。 
 


